
業務説明資料 

 

１ 業務の概要 

業務委託名：「出世の街 浜松 家康公祭り2026」企画運営業務 

業 務 内 容：イベント開催等を通じた観光誘客事業（詳細は２以降に記載のとおり） 

履 行 期 間：契約日から令和９年１月29日(金)まで 

契約上限額：8,000千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２ 通則 

本業務を施行するに当たり実施業務委託契約書及び本業務説明資料に基づき、委託者と

常に密接な連絡を取り、正確かつ誠実に業務を行わなければならない。 

 

３ 事業の目的 

浜松市と徳川家康公に関わる参加型企画やステージイベント、市内の歴史及び文化資源

を活かした周遊企画を行うことで、市民の地域への誇りと愛着を醸成するとともに、「徳

川家康公ゆかりの地 浜松」の魅力を市内外へ発信していく。 

 

４ 実施内容 

出世の街 浜松 家康公祭り2026 

・日 時  令和8年11月21日(土)・22日(日)   

開会10：00  閉会16：00（両日） 

・会 場  浜松城公園 中央芝生広場（11月21日・22日） 

 ・内 容  ステージイベントや街歩きツアー、家康公ゆかりの地連携自治体PRブース 

等 

 

５ 来場者ターゲット 

本市の特性を勘案し、より効果が高いと考えるターゲット 

 

６ 数値目標 

来場者数20,000人（令和7年度実績：約21,500人） 

「７ 業務詳細」の①に示す「来場者参加型企画の実施」においては、２日間で120人以

上の参加を見込むこと。 

 

７ 業務詳細 

（１）出世の街 浜松 家康公祭り2026 



①来場者参加型企画の実施 

・会場の雰囲気醸成のため、来場者参加型の企画を実施すること。（有料可） 

・子どもや若者も参加できるような企画とし、歴史に触れられるような内容とするこ

と。また、ステージとの連動も検討すること。 

 （例）チャンバラ、城落としなど 

・必要に応じて、参加者へのノベルティ配布を検討すること。 

②ステージイベントの実施（11月21日・22日） 

・ステージイベント開催時間は両日10：00 ～ 16：00とすること。 

・ステージの大きさは幅7.2ｍ、奥行き5.4ｍを下限とし、雨天時でも対応できるような

仕様とすること。 

・会場は浜松城公園 中央芝生広場とすること。 

・浜松城公園 中央芝生広場の予約については、委託者にて対応する。なお、会場使用

料については見込む必要はない。 

 ・浜松ならではの独自性が高く、歴史コンテンツと関係のある出演者やステージイベン

トを企画提案すること。 

  （例）遠州大念仏 

・歴史学者等による講演またはトークショーを入れ、11月21日、22日に1回以上とする

こと。イベント会場と別の場所でも可とする。テーマは徳川家康、豊臣秀吉を想定

し、講師や出演者も含め提案すること。謝礼は交通費・宿泊費を含め、1回あたり50

万円以内とすること。 

 ・出演者との事前調整やステージ進行管理、司会者のキャスティングや人員配置、音響

等、ステージイベント実施に係る一切の業務を行うこと。 

 ・観客席に必要な椅子を準備すること。椅子の形や数、並びは提案とする。 

 ・ステージイベントの内、１日は２時間程度、委託者にてステージ出演者及び内容を調

整するため、この時間のステージの予定を開けておくこと。なお、この費用について

は見込む必要はない。 

・浜松城にて活動する武将隊の出演を両日見込むこと。 

③浜松城周辺の周遊企画の実施 

・浜松城周辺の周遊企画を提案すること。（有料可） 

 ④家康公ゆかりの地連携自治体によるPRブースの設営（11月21日・22日） 

 ・会場は浜松城公園 中央芝生広場とすること。 

・PRブースは12程度設置を見込むこと。 

・1ブース当たり、３坪テント（横幕付き）を1張、テーブル600×1,800を２台、椅子４

脚見込むこと。 

・出展自治体については、委託者にて調整及び決定し、以降の調整については、受託者

にて行うこと。 



・出展自治体向けにイベント当日のマニュアルを作成すること。 

⑤飲食ブースの設置 

・来場者用の飲食店を出展し、出展料は委託者提案とする。 

・後述（８ その他、注意事項等）の浜松パワーフードを重点に置いた飲食店を選定す

ること。 

・各ブースへゴミ箱の設置を依頼すること。 

・飲食用のテーブル、椅子、日よけ用のテントを用意すること。数は提案とする。 

・来場者数に見合った内容とすること。 

⑥問い合わせ本部の設置（11月21日・22日） 

・会場は浜松城公園 中央芝生広場とし、問い合わせや落とし物等の対応を行う本部を

設置すること。 

（２）若者を中心とした団体との連携 

 ・（１）で示した参加型企画やステージイベント、ブース展開などにおいて市内大学

等、若者を中心とした団体との連携を積極的に図ること。 

（３）軽トラはままつ出世市との連携 

・軽トラはままつ出世市（11月22日浜松市中心市街地にて開催予定）との連携をはかる

こと。 

（４）イベント告知の実施 

 ・公式ホームページ【徳川家康公ゆかりの地 出世の街 浜松】かわら版内に記事を作

成し、告知を行うこと。（https://hamamatsu-daisuki.net/ieyasu/index.html） 

 ・公式ホームページの管理を行っている（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューローと

調整を行ったうえで記事を公開すること。 

 ・イベントチラシについて、先行告知用チラシと詳細告知用チラシの作成を行い、それ

ぞれ2,000部と10,000部を目安に配布をすること。詳細告知用チラシについては、30

箇所の観光関連施設への納品を見込み、その郵便料も見積もりへ入れること。 

 ・配布部数の確定及び配布先については委託者と協議のうえ、決定すること。 

（５）問い合わせ窓口の設置 

 ・期間はイベント告知日から令和８年11月22日までとすること。 

（６）アンケートの実施 

 ・次年度以降の参考とするため、来場者アンケートを実施すること。 

（７）報告書の作成 

（８）その他 

 ・委託者と協議のうえ、会場配置計画、進行台本、運営マニュアル、FAQを作成するこ

と。 

 ・本業務の目的に合った追加提案があれば企画提案書に盛り込むこと。 

・会場警備員および駐車場警備員を配置すること。 



・看護師を配置するなどし、救護体制を整えること。 

・仮設トイレを３基配置すること。 

・イベントタイトルを提案すること。 

・イベントの来場者カウントを行うこと。 

・イベント保険へ加入すること。 

・イベント後の会場清掃を行うこと。 

・廃棄物は適正に処分すること。 

・イベント当日にスタッフが着用するスタッフパスを必要人数分制作すること。 

 

８ その他、注意事項等 

・11月21日・22日のイベントに合わせて、同会場に浜松パワーフードをはじめとする当地

域の食に関する魅力をPRする「浜松パワーフードパーク」の実施を予定している。本業

務とは別発注で、３坪テント10張程度の規模で実施を予定しているため、会場レイアウ

ト等について考慮すること。 

・有料イベントは受託者収入とし、イベントの企画等に運用するものとする。 

・委託者との協議によって企画の一部を変更する場合がある。 

・委託料の支払い時期は事業完了後とする。 

・全事業終了後は業務完了報告書を提出すること。 

・提案内容は、全て見積予算内で実施可能な内容とすること。 

・出演者のスケジュール調整等、実現可能な計画とすること。 

・本業務中は、担当者との連携を密にするとともに、この仕様書に定めない諸事項につい

ては、その都度、委託者と協議してこれを定めるものとする。 

・本業務により作成されたデザイン、データ、写真等についての著作権等は全て委託者に

帰属するものとする。 

・雨天の場合の対応について企画書に盛り込むこと。 


